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政
令
第 

 
 

号 

森
林
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

内
閣
は
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
第
五
項
（
同
条
第
六

項
（
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
同
法
第
三
十
三
条
の
三
及
び
第
四
十
四
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
開
発
行
為
の
規
模
） 

第
二
条
の
三 

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
規
模
と
す
る
。 

一 

専
ら
道
路
の
新
設
又
は
改
築
を
目
的
と
す
る
行
為 
当
該
行
為
に
係
る
土
地
の
面
積
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
か
つ
、
道
路

（
路
肩
部
分
及
び
屈
曲
部
又
は
待
避
所
と
し
て
必
要
な
拡
幅
部
分
を
除
く
。
）
の
幅
員
三
メ
ー
ト
ル 

二 

太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
を
目
的
と
す
る
行
為 

当
該
行
為
に
係
る
土
地
の
面
積
〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル 



- 2 - 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
行
為
以
外
の
行
為 

当
該
行
為
に
係
る
土
地
の
面
積
一
ヘ
ク
タ
ー
ル 

 
別
表
第
二
の
第
三
号

（一）
中
「
苗
」
の
下
に
「
（
当
該
苗
と
同
等
の
大
き
さ
の
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
苗
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

 

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 




